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事　　業　　計　　画

一般社団法人　茨城県建設業協会



事　　業　　計　　画
　我が国経済は、「いざなぎ景気」を超え戦後最長となったと言われているものの、海外経
済の動向や10月の消費税引き上げの影響など、先行きには不確実なものがある。
　建設業界においては、近年激甚化している災害により、全国各地で大きな被害が頻発して
いることから、国においては、３年間で総事業費約７兆円を投じる「防災・減災、国土強靭
化３か年緊急対策」を実施するとともに、当初予算においても対前年比1.15倍と大幅な公共
事業費の増額が見込まれるところである。
　また、県においては、公共事業費を前年度当初比7.1％増の1,265億3,700万円が計上され、
県民の安心・安全確保のための事業が加速される。
　こうしたなか、本年４月から、働き方改革関連法が施行され、建設業界は５年間の猶予期
間があるものの、時間外労働の上限規制などの導入に伴い、長時間労働を是正する必要があ
るとともに週休二日制を導入し、将来の担い手である若者の確保につなげていかなければな
らない状況にある。
　一方で、施工現場における自動化・省力化を推進し、生産性向上も併せて図らなければな
らない。国では、「生産性革命」を更に推進し、本年を生産性革命「貫徹の年」と位置付
け、成果として結実させることとしている。
　他方、建設業における働き方改革、担い手確保等の一環として、建設キャリアアップシス
テムや特定技能外国人受入れに向けた取り組みも、新年度早々に本格的運用が開始される運
びであり、本会としても、重要な課題として取り組んで行く必要がある。
　こうした状況を踏まえ、新年度は、会員企業が将来にわたり経営基盤の強化を図り、社会
的使命を果たし地域社会に貢献して行けるよう、そして、若者が夢をもって将来を託せる魅
力的な産業となるよう積極的に事業活動を展開するものとする。
　令和元年度の事業計画を次のとおり策定し、国・県や関係機関とも緊密に連携し、有効か
つ適切な事業執行に努める。

記
１．建設工事の品質と県民の安全・安心の確保を図る事業
　⑴　公共事業予算の安定的な確保・拡大
　激甚化・頻発化する災害から県民の生命と財産を守り、国土強靭化を推進するための
防災・減災対策等、将来に備えた災害に強い県土づくりが喫緊の課題となっている。地
域建設業は、社会資本の整備・維持管理を行い、地域の安全・安心を確保するための守
り手として、社会的使命を果たしている。この役割を将来にわたって、継続的に果たし
ていくためには、健全な企業経営と安定的な受注の確保が前提となることから、公共発
注機関に対し、社会資本整備の計画的な推進と公共事業予算の持続的・安定的な確保・
拡大、受注機会の確保はもとより、工事施工の平準化について強く要望を行う。



　また、景気動向等を注視しつつ、追加的予算措置や地元企業への発注について適時適
切に要望等を行う。

　⑵　品確法及びその運用指針等の更なる徹底
　担い手３法の改正に向けた動きがあるなか、地域建設業が、生産性の向上を図り社会
的使命を継続して果たしていくためには、健全で安定した経営が前提条件であり、適正
利潤の確保を謳った改正品確法の徹底が不可欠である。予定価格や適切な工期の設定、
工事発注や施工時期の平準化、多様な入札契約制度、総合評価方式の普及・拡大、ダン
ピング対策の徹底、不良不適格業者の排除、適切な設計変更等について情報収集を行う
とともに、各委員会等での議論を通じ、入札・契約制度に係る改善事項について、関係
発注機関に対し要望・提言を行う。

　⑶　経営の改善、技術力の向上等に関する啓発指導事業
　　①　経営の改善に資する事業

　会員企業の経営改善、経営基盤の強化に資するため、税制・金融等の各種施策の動
向について情報収集に努めるとともに、関係機関との連携による各種セミナーの開
催、従業員向けの各種講習会を開催する。

　　②　生産性向上に関する取組
　建設業におけるＩＣＴ（情報通信技術）を活用した最先端技術や、国が推進してい
るi‐Constructionを始めとした建設産業の生産性向上のための施策や、ＩＣＴ施工の
普及に向けて国等が実施する各種支援方策に関する情報収集に努める。
　また、会員企業が対応可能な環境整備が図られるよう、民間における研修施設等を
活用し技術力の向上を図るとともに、国の「i‐Construction推進連絡会」及び県の
「いばらきＩＣＴモデル工事支援協議会」等において提言・要望を行う。

　⑷　建設業における地域貢献活動事業
　建設業に対する、県民の理解と信頼をより深く得るためには、各会員企業が健全性を
高め積極的に地域に貢献する活動が求められるなか、本会では、国や県との協定にもと
づく災害時の応急対策業務、家畜伝染病に関する防疫業務への即応体制を整え、円滑な
災害対応の実現に貢献する。さらに、道路の清掃活動、不法投棄防止パトロール等を引
き続き実施する。
　また、緊急時における事業継続計画（ＢＣＰ）への対応についても、会員企業での取
得を促進し信頼される業界を目指す。

　⑸　法令遵守の徹底と企業の社会的責任への対応
　県民からより信頼される業界となるためには、法令を遵守し、事業活動を通じて企業
の社会的責任を果たしていくことが求められている。



　このため、随時、研修会、講習会を開催し、会員企業のコンプライアンスの徹底を図
るとともに、社会貢献活動を通じて社会的責任を果たしていく。

　⑹　積極的な広報活動の推進
　地域経済を支え、地域の安全・安心を守る地域建設業の役割について、県民・社会か
ら正しく理解を得られるよう、積極的な情報発信に努める。
　特に、業界のイメージアップに繋がる効果的な広報について調査・検討を行うととも
に、将来の担い手の確保・育成に資する広報活動を積極的に展開する。
　また、建設フェスタを開催し一般県民を対象に建設業の魅力、社会的使命について情
報発信を行う。
　さらに、本会が締結している国や地方公共団体との災害協定に基づく各種防災訓練に
も積極的に参加し、広く県民にアピールする。

２．建設業の健全な発展向上を図るための雇用改善及び人材確保・育成に関する事業
　⑴　人材の確保・育成に関する取組
　　①　若年入職者の確保・育成

　建設技能労働者の高齢化が進み、今後10年間で大量離職が見込まれる中、技術・技
能を次の世代に承継するため、若年入職者の確保・育成が喫緊の課題となっている。
このため、工業高校生等を対象にした建設現場「見学会・実習」等を開催するほか、
普通科の学生にも門戸を広げた「インターンシップ」等を引き続き実施する。
　また、次世代を担う子供たちとその保護者を対象に、建設業の魅力を理解してもら
うための「建設業親子見学会」を開催するとともに、今後、就職を予定する高校生・
大学生等を対象とした「建設業合同企業説明会」を開催するなど、建設業の役割や仕
事の魅力を広くＰＲする。
　なお、人材育成に関しては、入職内定者への教育訓練、新規入職者への研修会等を
開催することで、若年者の定着促進及び就労継続スキルアップを図る。

　　②　高校生向けの資格取得支援
　工業高校生を対象とした２級土木施工管理技士技術検定「学科」試験の準備対策講
習会を開催し、高校在学中の資格取得を支援することで、建設業への入職促進を図
る。

　　③　働き方改革に関する取組
　本年４月から、働き方改革関連法が施行されることから、長時間労働の是正、適切
な賃金水準の確保、休日の確保（週休２日制の推進）など、今後の働き方改革の着実
な進展に向けた取り組みを実施する。



　特に週休二日制の導入については、昨年度一斉休工を試行したことから、本年度は
完全週休二日の達成に向け、毎月1回、土曜日を一斉休工日とする取り組みを行うこと
により、解決すべき課題を整理し関係機関に提言・要望を行う。
　また、女性の更なる活躍に向け、協会内に「女性部（仮称)」を立ち上げ、女性技術
者・技能者等の入職促進と定着に向けて、情報発信を強化し、女性がより活躍できる
環境整備に取り組む。
　さらに、人手不足への対応の一環として、｢特定技能外国人」の受入れが始まること
から、当該制度に係る情報収集に努め、会員に広く周知を図る。

　⑵　建設キャリアアップシステムへの対応
　建設技能労働者の、技能･経験に応じた適切な評価･処遇の実現と現場管理の効率化を
目的とした「建設キャリアアップシステム」について、本年４月から本格運用が開始さ
れる。
　このため、本会では今年１月から登録受付窓口を開設したところであり、引き続き制
度の周知に努める。

　⑶　労働災害防止対策の推進
　建設業界における労働災害事故の発生割合は、他産業に比べ高いことから労災ゼロを
めざし、労働安全衛生法に基づく対策等を周知・徹底し、労働災害の防止を図る。

３．不動産賃貸事業
　本会が所有する、土地及び茨城県建設センター会館の貸事務所の賃貸及び会議室等の貸
出を引き続き行い、これらの有効利用を図る。

４．図書販売事業
　建設業法始め、建設関連図書・用紙の販売を通して、安定した企業経営や建設技術者の
技術力の確保と能力向上等に資する。

５．事務受託事業
　建設労働者の福祉増進と雇用の安定を図るため、建設業退職金共済制度や建設共済保険
（法定外労災補償）事業を推進し、建設労働者が安心して働ける職場づくりを行う。

６．その他事業
　⑴　建設業全般に関する講演会、研修会の開催に関すること。
　⑵　会員相互の親睦と福利厚生に関すること。
　⑶　その他附随する事業に関すること。



　会議関係
区　　　　分 種　　　　　　別 年間回数 摘　　　　　　　　要

本 会 総会 １ 定時、必要に応じて臨時総会

正副会長会 適時

常任理事会 〃

理事会 ３ 必要に応じて適時開催

各種常設委員会 適時

その他の会議 随時 １．支部長会

２．委員長会

３．調査、研究、陳情等の緊急会議

４．本支部職員の研修、連絡会議 

５．その他必要な会議

全 国 建 設 業 協 会 総会 １ 定時、必要に応じ臨時総会

協議員会 適時

委員会 〃

専務・事務局長会 〃

関東甲信越地方ブロック会議 １

北関東三県合同会議 １ 当番　茨城県協会

全国中小建設業協会 総会 １

理事会 適時

協議員会 〃

委員会 〃

建 設 業 振 興 基 金 理事会 適時

参与会 〃

評議員会 〃

建設業福祉共済団 会長会 適時

理事会 〃

委員会 〃

勤労者退職金共済機構 評議員会 適時

事務局長会議 〃



令和元年度　経営企画委員会事業計画

１．建設業のＣＳＲ（企業の社会的責任）の促進と法令遵守の徹底

２．入札契約制度改革への対応、品確法及びその運用指針等に関する提言、要望

３．建設業における社会貢献活動及び積極的な広報活動の推進

４．建設業における週休２日制の推進

５．経営改善に資する諸施策の推進
　・事業継続計画（ＢＣＰ）の普及推進
　・税制改正に関すること。

６．建設キャリアアップシステムへの対応

７．建設労働災害防止対策の推進

８．発注機関及び関連団体等との意見交換

９．研修視察の実施



令和元年度　土木委員会事業計画

１．建設工事の生産システムに関する諸問題への取組

２．建設技術者の個の資質向上への取組

３．社会資本の維持管理分野等への取組

４．公共調達制度等に関する調査・研究

５．新たな施策に対する取組

６．災害対応にかかる体制の推進

７．発注機関及び関連団体等との意見交換

８．研修視察の実施



令和元年度　建築委員会事業計画

１．建築工事における安全施工確保への対応

２．建設副産物の適正処理及び環境への対応

３．建築業における経営力の強化及び技術力の向上への取組

４．発注機関及び関連団体等との意見交換

５．建築ＣＰＤポイント付与の各種講習会及び研修会の開催

６．耐震化及び免震化に対する対応

７．研修視察の実施



令和元年度　人財開発委員会事業計画

１．建設業における人材の確保・育成に関する取組みの推進
　・若年入職者の確保・育成に関すること。
　・働き方改革に関すること。
　・女性活躍に関すること。
　・外国人材の受入れに関すること。

２．雇用改善に関する勉強会・研修会等の実施

３．発注機関及び関連団体等との意見交換

４．研修視察の実施


